
土木工事電子書類スリム化ガイド
（中部 ）の改訂のポイントについて

令和８年３月
技術管理課

●Ｒ６．３にスリム化ガイドを公表し、２年が経過します。この間に、実際にスリ
ム化ガイドを使って工事を実施する中で、意見として出され、追記・補足が必要
と考えた内容を中心に見直しています。

●今回の改訂は、新しい事務連絡の反映や文言の追記・補足となります。

●次のページから改訂箇所のポイントを記載していますが、今回改訂は行わないが
記載内容の補足を行う場合も含まれています。

●表紙と背表紙は、改訂のポイントに記載していませんが、年月を修正しています。



今回、改訂は行っていないが、適用範囲についての補足

中部地方整備局（港湾空港関係、営繕関係を除く）発注工事とは
・土木工事
・土木関係電気・通信設備工事
・土木関係機械設備工事
・土木営繕工事
を対象としている。

補足説明



今回の改訂は「コリンズ・テクリス「登録内容確認」のオンライン確認への完全移行
について（ 付事務連絡）」により、オンライン確認への完全移行を行うもので
す。

改訂説明



今回、改訂は行っていないが、設計者が入らない場合についての補足

案件によっては、設計者が入らず発注者と施工者の２者で意思決定を行う場合も想定
される。２者確認という表現は正式に定義がないため、スリム化ガイドには明記しな
いが、設計者が入らず現場推進会議の構成員である発注者と施工者の２者で意思決定
を行った場合も三者確認と同様に扱って構いません。

補足説明



今回、改訂は行っていないが、全体版の提出についての補足

中部地方整備局では、施工計画書を変更する際に、加除式による一覧表を作成する
負担を軽減するために全体版での提出を原則としていますが、加除式で行うことを妨
げているものではありません。
そのため、工事内容によっては、全体版にて提出することが、作成負担になる場合

など、作業の効率化に繋がらない場合は、既に記載されているように、「受注者の希
望により加除式で行う場合は、工事着手時の打合せの際に協議すること」が出来るた
め、必要に応じて受発注者で協議することができます。

補足説明



補足説明

今回、改訂は行っていないが、コミュニケーションの大切さについての補足

協議内容を説明する資料は、その資料の必要性や作成内容をお互いに理解して進め
る必要があります。
発注者から資料作成する依頼する場合は、一方的に資料を依頼すのではなく、受注
者にもその資料の必要性を理解して進めることが大切です。そのためには、受発注者
が言いやすい環境を作ることも大切で、受発注者の双方が日頃からコミュニケーショ
ンを図り、聞きやすい、話しやすい環境を作ることが重要です。



今回、改訂は行っていないが、ワンデーレ
スポンスについての補足

ワンデーレスポンスの趣旨を踏まえ、回答
希望日を記入して下さい。

発注者が、回答希望日を記入しないように
求めることがないようにして下さい。

受発注者が協議、相談する場合は、お互い
にその内容を理解し、双方が納得したうえ
で、回答希望日や回答日予定日を設定して
ください。

補足説明



イントラ（発注者のみ閲覧可能）のＱ＆Ａにも明記しています。

追記

今回の改訂は、ＩＣＴ施工の起工測量等で行うドローン測量が、調査業務（測量業
務）に含まれるかとの問い合わせが多い事を受けて、分かりやすくＩＣＴ施工を追
加しました。

改訂説明



追記

今回の改訂は、元々明記されていた施工体制台帳の様式定められていないことを補
足するもので、詳細は本省ＨＰを参照するよう追記したものです。

以下にＵＲＬを記載しますが、ＵＲＬが変更になることもあるため、参考情報です。

改訂説明



今回、改訂は行っていないが、作成が不要の書類についての補足

スリム化ガイドでは、提出書類の削減の観点で「施工体制台帳確認一覧表」等の作成
を不要としています。受注者によって、現場管理を行う上で把握など効率化に繋がる
ため自らが作成するものは妨げていません。

補足説明



今回の改訂は、工事毎と材料確認の追加があれば追加特記仕様書に明記されるため、
追加特記仕様書の一言を追加したものです。

改訂説明



今回、改訂は行っていないが、作成が不要の書類についての補足

スリム化ガイドでは、提出書類の削減の観点で、「測定結果一覧表」や「測定結果総
括表」等の作成を不要としています。受注者によって、施工管理を行う上で把握や説
明などの効率化に繋がるため、自らが作成するものは妨げていません。

補足説明



今回の改訂は、創意工夫の書類提出について何か変更するものではありません。

スリム化ガイドでは、創意工夫の取り組みが 項目以上実施した場合は、
創意工夫の書類作成の手間を軽減するために、主任監督員への提出（ ）は 項目
までとしております。

ただし、取り組んだ内容は全て施工計画書に記載して、実施しなければなりません。

追記

改訂説明



今回の改訂は、表現を見直し、補足説明を追加しています。

検査のためだけに、電子化作業をする必要はありません。
・紙データで現場管理などを実施しているものを、検査のために、紙データから電子
データ化する必要が無いこと明記しました。共通仕様書等で提示となっている書類は、
必要な時に紙データで提示できれば問題ありません。

・国土交通省電子入札システムを活用した契約関係の書類は、電子データでの検査を行
います。

※次のページに品質証明員を例に具体的な考え方をまとめました。

右下のイラストはイメージであり、参加者等を指定するものではありません。

改訂説明



例：品質証明員の提出資料と提示資料

右の様式 のこと
による提出で自動的

に電子データ管理

（共通仕様書より）

（書類作成提出要領より）

で様式 を提出する際に、社内検査に使用した資料の添付は不要。
ただし、検査時に提示できるようにして頂く必要があります。

この提示書類は、品質証明員が図面や出来形管理図に手書きで記入する資料が多く、これらの書類をスキャンして電子データ化する
必要はありません。提示を求められた際に、紙資料で提示して頂ければ問題ありません。



今回の改訂は、工事の遠隔検査が実施可能であることを明記するものです。

本官工事は、検査希望日の登録時に確認しています。
分任官工事は、希望の確認方法が事務所毎異なりますので、個別にご確認ください。

改訂説明

追記

修正



改訂説明

今回の改訂は、前段で改訂・補足した内容を反映するものです。


